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な
お
従関
前
の
例成
に
よ

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

す を る
る 乗 場
。 じ 合
） て に

得 限
た り
金 、
額 当
と 該
の ビ



平 火曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

１

こ
の
条
例
は
、
平

相（
施 当 第 企
行 す 十 業
期 附 る 六 職 企
日 も 条 員 業
） 則 の 第 の 職

と 四 給 員
し 項 与 の
て 中 の 給

山
口 企
県 平 業
条 成 職
例 十 員
第 九 の
三 年 給
十 七 与
八 月 の

３ ２ （
定 則 同 経
に 第 改 日 改 過
よ 四 正 前 正 措
る 十 後 の 後 置
失 二 の 退 の ）
業 条 職 職 職
等 の 員 に 員
給 規 の 係 の

１ 以（
施 施 上
行 こ 行 ）
す の 期 附 」
る 条 日 に
。 例 ） 則 改

は め
、 、
平 同

成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

管 種 与「
理 六 類 の
者 月 及 種
が 以 び 類
定 上 基 及
め 」 準 び
る を に 基
者 関 準「
に 十 す に
あ 二 る 関
つ 月 条 す
て 以 例 る

号 十 種
日 類

及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

付 定 退 る 退
の に 職 退 職
支 よ 手 職 手
給 り 当 手 当
を な に 当 に
受 お 関 に 関
け 従 す つ す
る 前 る い る
者 の 条 て 条
に 例 例 は 例
対 に 第 、 第
し よ 十 な 十

成 条
十 第
九 十
年 七
十 項
月 中
一 「
日 又
か は
ら 船
施 員
行 保

す
る
。

は 上 条（
、 昭 例（
六 雇 和 の
月 用 四 一
以 保 十 部
上 険 一 を
） 法 年 改
」 山 正（
に 昭 口 す
、 和 県 る

四 条 条

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

て る 条 お 条
支 も の 従 第
給 の 規 前 一
し と 定 の 項
て さ に 例 及
は れ よ に び
な た る よ 第
ら 同 退 る 三
な 法 職 。 項
い 第 手 の
。 四 当 規

す 険
る 法
。 （
た 昭
だ 和
し 十
、 四
第 年
十 法
条 律
第 第「

雇 十 例 例
用 九 第
保 年 五
険 法 十
法 律 二

第 号（
昭 百 ）
和 十 の
四 六 一
十 号 部
九 ） を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

条 は 定
の 、 は
規 雇 、
定 用 平
に 保 成
よ 険 十
る 法 九
改 等 年
正 の 十
前 一 月
の 部 一

十 七
七 十
項 三
の 号
改 ）
正 」
規 を
定 削
及 る
び 。
附

年 第 次
法 二 の
律 十 よ
第 三 う
百 条 に
十 第 改
六 二 正
号 項 す
） に る
」 規 。
を 定

山
口
県
知
事

二

船 を 日
員 改 以
保 正 後
険 す の
法 る 退

法 職（
昭 律 に
和 係（
十 平 る
四 成 退
年 十 職

則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成

す「
同 る
法 特
」 定
に 受
改 給
め 資
る 格
。 者

に

井

関

成

法 九 手
律 年 当
第 法 に
七 律 つ
十 第 い
三 三 て
号 十 適
） 号 用
の ） し
規 附 、

二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

六
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第 額
二 ニ
十 加
七 給
条 ス
第
六

前 第 得 ベ 分
項 二 キ ト
ノ 十 者 シ
場 七 ニ テ
合 条 支 当
ニ 第 払 該
於 一 フ 恩

第
第 第 一
九 月 タ 九 第 条
条 以 ル 条 九
ノ 後 恩 ノ 条 山
四 ノ 給 三 ノ 口

分 ハ 二 県
恩 ト 其 恩 の 吏
給 シ ノ 給 次 員

山（
山 口
口 県 平
県 条 成
吏 例 十
員 第 九
恩 三 年
給 十 七
条 九 月

２ （
退 経
職 改 過
に 正 措
係 後 置
る の ）
退 企
職 業
手 職

項
中
「
特
別
項
症
ニ
該
当
ス
ル

テ 項 ベ 給
増 中 キ ノ
加 恩 過「
退 別 給 誤
隠 表 ア 払
料 第 ル ガ
ヲ 四 ト 行
受 号 キ ハ
ク 表 ハ レ
ル 」 規 タ
者 を 則 ル
ニ ノ 場

ヲ テ 後 ノ に 恩
受 減 ニ 支 次 給
ク 額 支 給 の 条
ル セ 払 ヲ 二 例
ノ ザ フ 停 条 （
権 ル ベ 止 を 昭
利 額 キ ス 加 和
ヲ ノ 恩 ベ え 八
有 恩 給 キ る 年
ス 給 ノ 事 。 山
ル ガ 内 由 口
者 支 払 ガ 県

例 号 十
の 日
一
部
改
正
）

当 員
に の
つ 給
い 与
て の
は 種
、 類
な 及
お び
従 基
前 準
の に

ト
キ
ハ
二
十
七
万
円
」
を

「
妻 恩 定 合
又 給 ム ニ
ハ 法 ル 於
扶 別 所 テ
養 表 ニ 当
家 第 依 該
族 二 リ 過
ア 号 当 誤
ル 表 該 払
ト 」 恩 ニ
キ に 給 依

死 払 ト 生 条
亡 ハ 看 ジ 例
ニ レ 做 タ 第
因 タ ス ル 十
リ ル コ ニ 六
其 場 ト 拘 号
ノ 合 ヲ ラ ）
恩 ニ 得 ズ の
給 於 恩 其 一
ヲ ケ 給 ノ 部
受 ル ヲ 支 を

を 例 関
こ に す
こ よ る
に る 条
公 。 例
布 の
す 規
る 定
。 は

、
こ「

特
別
項
症
、
」
に
、
「
二
十

ハ 改 ノ ル
恩 め 支 返
給 、 払 還
法 同 金 金
第 条 ノ ニ
六 第 金 係
十 二 額 ル
五 項 ヲ 債
条 を 当 権
第 次 該 （
二 の 過 以

ク 其 減 給 次
ル ノ 額 ヲ の
ノ 恩 シ 停 よ
権 給 テ 止 う
利 ノ 改 ス に
ガ 其 定 ベ 改
消 ノ ス キ 正
滅 減 ベ 期 す
シ 額 キ 間 る
タ ス 事 ノ 。
ル ベ 由 分

の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の

一
万
円
」
を
「
恩
給
法
第
六

項 よ 誤 下
ノ う 払 返
規 に ニ 還
定 改 依 金
ノ め ル 債
例 る 返 権
ニ 。 還 ト
依 金 称
ル 債 ス
加 権 ）
給 ノ ニ

ニ カ ガ ト
拘 リ 生 シ
ラ シ ジ テ
ズ 部 タ 恩
其 分 ル 給
ノ ニ ニ ガ
死 付 拘 支
亡 亦 ラ 払
ノ 同 ズ ハ
日 ジ 其 レ
ノ ノ タ

山
口
県
知
事

二

退
職
に
係
る
退
職
手
当
に
つ

十
五
条
第
六
項

七 ノ
規
定
ノ

ノ 金 係
額 額 ル
ヲ ニ 債
増 充 務
加 当 ノ
退 ス 弁
隠 ル 済
料 コ ヲ
ノ ト 為
年 ヲ ス

属 事 ル
ス 由 ト
ル ガ キ
月 生 ハ
ノ ジ 其
翌 タ ノ
月 ル 支
以 月 払
後 ノ ハ
ノ 翌 レ

井

関

成

い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
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山
口
県
税
賦
課
徴
収

山
口
県 平
条 成
例 十
第 九
四 年
十 七
号 月

第 第（
成 二 成 る 一
年 条 年 。 条
の の
子 第 子 こ
に 一 の の
つ 条 扶 条
い の 助 例
て 規 料 は

第（ （
施 一 二 山
行 年 附 条 口
期 附 法 則 県
日 律 第 山 吏
） 則 第 四 口 員

七 条 県 恩
号 第 吏 給
） 二 員 条

第 例
四 別 第 第 ニ
号 表 三 二 依
表 第 十 十 ル
及 四 一 七 加
第 号 条 条 給
五 表 中 ノ ノ
号 及 二 額「

条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
口
県

十
日

は 定 に 、
、 に 関 公
第 よ す 布
一 る る の
条 改 経 日
の 正 過 か
規 前 措 ら
定 の 置 施
に 山 ） 行
よ 口 す
る 県 る
改 吏 。

附 項 恩 例
則 中 給 等
第 条 の「
八 平 例 一
条 成 等 部
の 十 の を
規 一 一 改
定 年 部 正
の 四 を す
例 月 改 る
に 分 正 条
よ 」 す 例

表 び 重 第 」
別 度 一 に

削 表 障 項 改
除 第 害 中 め

五 ノ る「
号 状 別 。
表 態 表
を ニ 第
次 シ 五
の テ 号
よ 」 表
う を 」

条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

正 員 た
後 恩 だ
の 給 し
山 条 、
口 例 第
県 第 一
吏 三 条
員 十 中
恩 一 山
給 条 口
条 の 県

る を る の
加 条 一「
給 平 例 部
の 成 改（
年 十 平 正
額 九 成 ）
」 年 十
に 十 一
改 月 年
め 分 山
る 」 口

に を「
改 県 「
め 吏 恩
る 員 給
。 ノ 法

死 別
亡 表
ノ 第
当 三
時 号
ヨ 表

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

例 規 吏
第 定 員
三 は 恩
十 、 給
一 こ 条
条 の 例
の 条 第
規 例 三
定 の 十
に 施 一
か 行 条

。 に 県
、 条

例「
十 第
九 二
万 十
三 四
千 号
二 ）
百 の
円 一

リ 」
重 に
度 改
障 め
害 る
ノ 。
状
態
ニ
在
リ

山
口
県
知
事

二

か の の
わ 際 改
ら 現 正
ず に 規
、 扶 定
な 助 は
お 料 、
そ を 平
の 受 成
効 け 十
力 る 九

」 部
を を

次「
恩 の
給 よ
法 う
等 に
の 改
一 正
部 す
を る

且
」
に
改
め
る
。

井

関

成

を 権 年
有 利 十
す 又 月
る は 一
。 資 日

格 か
を ら
有 施
す 行
る す

改 。
正
す
る
法
律
（
平
成
十

八
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第 三
四
十 そ
四 の
条 他
第 の
四 法
項 人

第 信
二 三 第 第 託

項 四 四 の
特 を 十 十 各
別 同 四 二 計
法 条 条 条 算
人 第 第 中 期

二 一 第 間
各 項 項 三 の

４ り に
第 業 、 第改
四 に 法 同 四め
十 対 人 項 十、
一 す 課 第 条「
条 る 税 三 第財
第 事 信 号 一団
一 業 託 を 項」
項 税 の 同 第の

第 項 務
第 三 第 中 」
三 十 三 を「
十 九 十 含 加
九 条 九 む え
条 条 。 、
の 削 を ） 同
十 除 次 」 条
八 の の 第

一
第 四 号 第
二 き の を 二
十 、 二 加 十
四 以 え 四
条 下 法 る 条
第 同 人 。 第
二 じ 課 一
項 。 税 項

を
同 各
条 事
第 業
三 年
項 度
と の
す 所
る 得
。 及

び
清

事 と 中 項 所
業 し を 得「
年 、 特 削 」
度 同 定 り を
の 条 信 、 削
所 第 託 第 り
得 四 の 四 、
及 項 受 項 「
び 中 託 を 第
清 者 第 三「
算 又 で 三 号
所 は あ 項 」

第 を 引 項 一下
一 課 受 第 号に
号 す け 二 中「
中 る を 号 、 「

。 行 と 及法「
及 う し び人
び 個 、 第課
第 人 同 三税
三 に 条 号信
号 は 第 」託
」 、 三 をの
を 第 項 削

第 よ 下 三
一 う に 項
項 に 中「
中 改 又 「

め は「 （
証 る 法 昭
券 。 人 和
業 課 四
者 税 十
等 信 年
」 託 法
を の 律

中 ） 信 中
の 託「 「

行 引 均（
う 受 法 等
も け 人 割
の を 税 額
」 行 法 に
の う よ（
下 こ 昭 つ
に と 和 て

に 四 」「
又 よ 十 の

算
所
得
に
百
分
の
九
・
六
を

得 第 る と を
に 二 法 す 「
百 項 人 る 第
分 」 の 。 二
の を 行 号
六 削 う 」
・ り 信 に
六 、 託 改
を 同 業 め
乗 項 る（
じ 第 特 。

引
削 二 中 り受
り 項 、け「
、 の い 同を
同 規 う 号行項 定 。 ロう第 に ） 中個二 よ 」 人 「
号 り の 第」を 個 下 七を削 人 に 十加り の 二

引 第「
金 受 三
融 け 十
商 を 四
品 行 号
取 う ）
引 も 」
業 の を
者 」 削
等 を り
」 加 、

は り 年 下
法 法 法 に
人 人 律 「
課 税 第 、
税 を 三 第
信 課 十 四
託 さ 四 号
の れ 号 の
引 る ） 二
受 個 第 に
け 人 二 掲

乗
じ
て
得
た
金
額

て 一 定
得 号 信
た ニ 託
金 を に
額 削 係

り る
、 も
同 の
項 に
第 限
二 る

「 え、 行 又 条、同 う は の
項 事 法 二「

第第 業 人 十二三 に 課 四条号 対 税 の第を す 信 七十同 る 託 第
九項 事 の 六
項第 業 引 項
」二 税 受 各

に え 「
改 、 収
め 益「
る 本 事
。 節 業

」 」
を の

下「
こ に
の 「
節 又

を で 条 げ
行 県 第 る
う 内 二 者
も に 十 に
の 事 九 対
」 務 号 し
を 所 の て
、 又 二 は

は に 法「
当 事 規 人
該 業 定 税

号 。
及 ）
び 並
第 び
三 に
号 」
を を
次 削
の り
よ 、
う 同

を号 を け 号
と 課 」 」「

第し す を を
二、 る 加 「
条同 ほ え 第
第条 か 、 七
十第 、 同 十
二二 法 条 二
項項 人 に 条
」中 と 次 の
にみ の 二

」 は
に 法
改 人
め 課
、 税

信「
こ 託
れ の
に 信
」 託
を 事

収 所 す 割
益 を る 額
事 有 法 に
業 す 人 よ
」 る 課 つ
の も 税 て
下 の 信 」
に 託 を

を 加「
又 い え
は う 、

九

に 条
改 第
め 二
る 項
。 を

削
り
、
同
条

「
改並 な 一 十
めび し 項 四
、に て を の
同第 、 加 七
項二 法 え 第
第号 人 る 五
二の の 。 項
号各 行 各
を特 う 号

定 事 削 」

削 務
る 」
。 を

加
え
、
同
条
第
四

法 。 同
人 第 項
課 五 第
税 十 四
信 三 号
託 条 の
の の 次
信 二 に
託 を 次
事 除 の
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附
則
第
十
七
条
の
二

十 第 め 条「
六 二 第 、 附 第
号 項 三 則 三同
ま 第 十 第 項条
で 十 一 十 第第
」 一 条 五 四三
を 号 の 条 号項

か 二 の 中中「
第 ら 第 二 「「

め「
第 附 附 附 る
四 則 則 則 」
条 第 第 第 に
第 九 七 六 改
一 条 条 条 め
項 の 中 の 、
、 三 二 同「
第 第 同 を 条

を に 「
第 係 第 第「 （
五 こ る 同 五 四
十 の 消 法 十 十
四 節 費 第 三 九
条 」 税 十 条 条
第 に を 五 の の
三 、 納 条 二 五
項 め 第 第 第「

第 計
第 四 第 算 第
四 十 四 期 四
十 九 十 間 十
九 条 九 」 六
条 条 を 条
の 削 を 削 第
四 除 次 り 一
第 の 、 項

の
二
第
一
項
中
「
証
券
取
引
法

三 第 二 第 第か
十 十 項 二 三ら
一 六 第 項 条第
条 号 十 中 第三
の ま 二 一十 「
二 で 号 第 項七
第 」 か 三 、条
二 を ら 十 第ま
項 第 一 五で「
第 同 十 条 条」
十 条 五 の 第を
二 第 号 二 一

五 一 条 削 第
条 項 第 る 九
の 第 四 。 項
二 四 項 中
第 号 第 「
一 中 二 第
項 号 三「
又 第 イ 十
は 三 」 六
第 条 を 条
七 第 の「
条 一 同 二

中 本 る 一 一 四
項 義 項 項 号「

住 」 務 に 中 中
宅 を が 規 「 「
を す 定 本 第「
」 こ べ す 節 七
を の て る 」 十

項 免 法 を 二「
法 」 除 人 条「
第 に さ 課 こ の
七 改 れ 税 の 二
十 め る 信 節 第

一 よ 同 中
項 う 項 「
中 に 第 若

改 二 し「
第 め 号 く
七 る 中 は
十 。 収「
二 又 入
条 は 割
の 計 又
二 算 は
第 期 各

」
を
「
金
融
商
品
取
引
法
」

「
号 二 ま 第 項、
か 項 で 二 又第
ら 第 」 項 は三
第 十 に 第 第十
十 二 、 十 六七七 号 一 条条「
号 か 同 号 第」ま ら 項 か 一にで 第 第 ら 項改」 十 十 第 」めに 七 五 十 を

第 項 条 の
一 、 第 四
項 第 三 」
」 五 項 を
を 条 第 「

第 二 第「
第 一 号 三
六 項 」 十
条 又 に 六
第 は 改 条
一 第 め の

三 、 事 託 」 九
条 同 業 の に 項
の 条 者 受 、 第
二 第 に 託 五「
第 四 限 者 当 号
三 項 る に 該 」
項 中 。 あ 事 を
に ） つ 業「 「
規 本 」 て 者 第
定 節 を は 七（
す 」 加 、 同 十

九 間 特
項 」 定
第 を 信
一 削 託
号 る の
」 。 各
を 計

算「
第 期
七 間
十 に

に
、
「
第
二
条
第
二
十
項
に

、改 号 号 六同 「
め ま 若 号 第条る で し ま 五第。 」 く で 条四に は 」 第項改 第 を 一中め 十 項「

、 六 第 、「
第同 号 三 第三条 」 十 七
十第 を 一 条

項 六 る 二
、 条 。 の
第 第 三
八 一 」
条 項 に
第 」 改
一 を め
項 る「
又 第 。
は 五
第 条

る を え 同 法 二
住 、 条 」 条「
宅 こ 同 第 を の
を の 条 三 二「
」 節 第 項 当 第
に 」 二 に 該 十
、 に 項 規 事 項

改 中 定 業 第「
施 め す 者 五「
行 る 本 る 号（
令 。 節 受 消 」

二 係
条 る
の 特
二 定
第 信
十 託
項 所
第 得
一 割
号 」
」 を

規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取

一六 条 第「
条項 同 の 一
の中 項 二 項
二第 第 又「
第第 十 二 は
二三 六 項 第
項十 号 第 九
第一 若 十 条
十条 し 二 第
一の く 号 一
号二 は か 項

十 第
条 一
第 項
一 、
項 第
」 七
に 条
改 第
め 一
、 項
同 又

第 」 託 費 に
三 を 事 税 改
十 業 法 め「
六 こ 者 」 る
条 の 及 に 。
の 節 び 改
二 」 同 め
の に 条 、
三 改 第 「
に め 四 免
規 、 項 除

に 「
改 又
め は
る 収
。 入

割
」
に
改
め
、

引
」
を
「
第
二
十
八
条
第

か第 第 ら 」
ら二 十 第 に
第項 七 十 改
十第 号 七 め
四十 」 号 る
号一 に ま 。
ま号 、 で
でか 」「
」ら 同 に

第 条 を 改

条 は
第 第
二 九
項 条
第 第
四 一
号 項
及 」
び に
同 、

定 同 に さ
す 条 規 れ
る 第 定 る
」 三 す 事
を 項 る 業

中 固 者「
政 有 」「
令 本 事 の
で 節 業 下
定 」 者 に

同
項
第
一
号
中
「
又
は
各

一
〇
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２ （
経

改 過
正 措
後 置
の ）
山
口
県

四 三 二
律 る

附 第 。 第 附
則 六 ） 三 則
第 十 並 十 第
九 五 び 九 十
条 号 に 条 五
の ） 附 の 条

１ 算（
一 行 施 期

す こ 行 間
第 る の 期 附 」
五 。 条 日 を
十 例 ） 則 「
四 は 又
条 、 は
の 信 連

第
附 附 項 義 十
則 則 第 務 七
第 第 三 者 条
十 十 号 が の
九 八 に 支 四
条 条 規 払 の
第 中 定 つ 四
一 す た「

に 八（
保 附 掲 附 項
険 則 げ 則 第
料 第 る 第 三
を 十 取 十 号
支 七 引 七 イ
払 条 」 条 に
つ の に の 掲
た 四 、 三 げ

税
賦
課
徴
収
条
例
第
二
十
四
条

三 の 則 十 の
の 施 第 八 二
改 行 十 第 の
正 の 七 一 改
規 日 条 項 正
定 の の 規

二 改 定
産 の 正
業 二 規 平
活 第 定 成
力 一 、 二
再 項 第 十

改 託 結
正 法 事
規 業（
定 平 年
及 成 度
び 十 」
附 八 に
則 年 改
第 法 め
十 律 る
七 第 。
条 百

項 、 る 又 租
中 各 社 は 税

連 会 控 条「
、 結 保 除 約
各 事 険 さ 実
連 業 料 れ 施
結 年 と る 特
事 度 み 保 例
業 分 な 険 法
年 又 し 料 第
度 は て 二（
分 各 、 租 条

場 の 第 る「
合 三 証 六 取
等 の 券 項 引
の 次 業 第 」
県 に 者 二 に
民 次 」 号 改
税 の を 中 め
の 一 る「 「
課 条 金 証 。
税 を 融 券
の 加 商 取
特 え 品 引

、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条

生 及 四 年
特 び 十 四
別 第 条 月
措 十 第 一
置 七 一 日
法 条 項
等 の 第
の 三 一
一 第 号
部 六 ロ
を 項 の

の 八
四 号
の ）
三 の
の 施
次 行
に の
一 日
条 か
を ら
加 施

又 計 こ 税 第
は 算 の 条 一
各 期 条 約 号
計 間 例 実 に
算 分 の 施 規
期 」 規 特 定
間 を 定 例 す
分 を 法 る「
」 又 適 第 租
を は 用 五 税

各 す 条 条

例 る 取 法
） 。 引 第

業 二
者 条
」 第
に 二
改 十
め 項
る に
。 規

定
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
四

改 第 改
正 二 正
す 号 規
る の 定
法 改 （
律 正 「

規 第（
平 定 二
成 条
十 証 第
九 券 十

え 行
る す
改 る
正 。
規 た
定 だ

し
公 、
布 次
の の
日 各

「
又 連 る の 約
は 結 。 二 が
各 事 第 県
連 業 一 民
結 年 項 税
事 度 に に
業 分 規 つ
年 」 定 い
度 に す て
分 改 る も
」 め 保 適

す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
」

条
、
第
四
十
六
条
及
び
第
五

年 取 九
法 引 項
律 法 」
第 等 を
三 の 「
十 一 第
六 部 二
号 を 条
） 改 第
の 正 十
施 す 二

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

に る 険 用
改 。 料 が
め を あ
、 い る
同 う 場
条 。 合
第 ） に
四 に お
項 つ い
中 い て

て 、

を
「
金
融
商
品
取
引
法
第
二

十
三
条
の
二

一 並
一 び

に
附
則

行 る 項
の 法 」
日 律 に

改（
平 め
成 る
十 部
八 分
年 に
法 限

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

「
、 は 県
連 、 民
結 法 税
事 第 の
業 三 所
年 十 得
度 四 割
又 条 の
は 第 納
計 一 税

十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
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こ
の
条 附
例
は 則
、
公
布

別 山
表 口
第 県
一 使
の 用
９ 料
の 手
表 数

山
口
県 平
条 成
例 十
第 九
四 年
十 七
一 月

さ 第 の 第（
れ 以 十 に 十
た 下 五 限 八
も 条 り 条「
の 新 第 、 及
を 法 二 信 び
含 信 項 託 第
み 託 、 法 十

の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

十 料
一 条
の 例
項 （
中 昭

和
三
十
一
年
山
口

号 十
日

、 」 第 の 九
新 と 二 施 条
法 い 十 行 の
信 う 六 に 規
託 。 条 伴 定
を ） 第 う は
除 を 一 関 、
く 含 項 係 信
。 む 、 法 託
） 。 第 律 法
に ） 三 の の
つ に 十 整 施

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

い つ 条 備 行
て い 第 等 の
は て 二 に 日
、 適 項 関 以
な 用 又 す 後
お し は る に
従 、 第 法 効
前 同 五 律 力
の 日 十 が（
例 前 六 平 生
に に 条 成 ず

」
に
改
め

次
の
よ
う
に
改
正
す」

を る
。

よ 効 第 十 る
る 力 二 八 信
。 が 項 年 託

生 の 法 （
じ 規 律 遺
た 定 第 言
信 に 百 に
託 よ 九 よ

り 号 っ（
遺 同 ） て
言 法 第 さ

る
。

山
口
県
知
事

二

に 第 三 れ
よ 三 条 た
っ 条 第 信
て 第 一 託
さ 一 項 に
れ 項 、 あ
た に 第 っ
信 規 六 て
託 定 条 は
に す 第 同
あ る 一 日

井

関

成

っ 新 項 以
て 法 、 後
は 信 第 に
同 託 十 遺
日 と 一 言
前 さ 条 が
に れ 第 さ
遺 た 二 れ
言 信 項 た
が 託 、 も

一
二
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こ
の
条
例
は
、
公
布

町
」 第 警
を 察二

附 加 署 警条
え の 察の

則 る 名 署表
。 称 の山

、 名口
位 称県

山
口 警 こ
県 平 察 の
条 成 署 条
例 十 の 例
第 九 名 は
四 年 称 、
十 七 、 公
三 月 位 布

第 第
三 三

附 条 条
犯 第 留 第

則 罪 三 置 一
に 号 施 号
よ 中 設 中
る に

山
山 口
口 県 平
県 条 成
警 例 十
察 第 九
本 四 年
部 十 七
組 二 月

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

置 、小
及 位郡
び 置警
管 及察
轄 び署
区 管の
域 轄項
に 区管
関 域轄
す に区
る 関域
条 す

号 十 置 の
日 及 日

び か
管 ら
轄 施
区 行
域 す
に る
関 。
す
る
条

収 を 関 を
益 す 削
の と る り
移 し こ 、
転 、 と
防 。 を
止 の
に 次 と
関 に し
す 次 、
る の
こ よ か

織 号 十
条 日
例

昭
和
二
十
九
年
山
口の

例 る欄
条中 （

昭 例「 和 の小 二 一郡 十 部平 九 を砂 年 改町 山 正」 口 すの 県 る

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

と う ら
。 に

加 ま
え で
る を
。

か
ら

ま
で

県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一下 条 条に 例 例

第「
、 二小 十郡 七維 号
新 ）
町 の
、 一
小 部

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

郡 を
平 次
成 の
町 よ
、 う
小 に
郡 改
栄 正
町 す
、 る
小 。

山
口
県
知
事

二

に
加
え
る
。

。 山
口
県
知
事

二

一
三

郡
給
領
町
、
小
郡
三
軒
屋

井

関

成

井

関

成
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